
１．目的 

経済産業省原子力安全・保安院の「発電設備の点検について」（平成 18.11.30 原院第 1 号）に基づ

き，水力発電設備に係るデータ改ざん，必要な手続きの不備その他同様の問題（以下「不適切な事象」

という。）がないか点検するとともに，不適切な事象により，現時点において水力発電設備の保安が損

なわれていないかを確認した。 

また，これらの点検調査結果から明らかになった不適切な事象について，事実関係を調査し，原因

の究明および再発防止対策をとりまとめたものである。 

 

２．点検調査方針 

これまで，電気事業法に係る水力発電設備の点検結果については原子力安全・保安院からの点検指示

に基づいて，電気事業法に係る定期報告における記載事項および各種検査資料の書換え，ならびに必要

な工事計画の届出(認可申請含む)を行わずに実施した工事に関する調査結果について報告している。 
今回は，｢発電設備の点検調査計画｣に基づき｢水力発電設備の点検調査計画｣を策定し，以下の点検

調査を実施した。 

○関係者へのアンケート・聞き取り調査により，過去に行われた不適切な事象の有無を網羅的に点検 

○計算機等について，不適切なデータ処理等の有無を点検 

○確認された不適切な事象に対しては原因を究明し，再発防止対策を立案 

 

３．点検調査実施体制 

発電設備点検指示に係わる調査・対策委員会のもと，水力発電設備点検調査チームおよび水力発電

設備点検作業会を設置するとともに，点検調査の客観性を確保するため，考査役および部門の品質保

証担当が参画した体制とした。 

 

４．点検調査の対象 

平成１８年１２月時点で稼動している全水力発電所設備（２１０発電所，３２２台，３０ダム）を

対象とする。 

 

５．点検調査内容 

（１）今回の点検調査の概要 

ａ．アンケート・聞き取り調査 

    水力発電設備に係る不適切な事象の有無を網羅的に点検するため，水力発電設備の保守・運営等に

係る当社社員(出向者含む)および主要元請会社の社員に対するアンケート・聞き取り調査を実施した。 

アンケート・聞き取り調査数 

 注）当社社員および建設会社社員の調査数は，火力，原子力発電設備の点検調査数と一部重複する。 

なお，個別事象の確認においては，当社ＯＢ約４０名に聞き取り調査を実施している。 

 

ｂ．計算機の不適切な処理の有無 

   ○点検範囲：水力発電に係る全制御所等（佐渡営業所を含む２１個所）・全給電指令所（７個所）・ 

全ダム管理所等（３８個所）の計算機 

   ○点検方法：計算機システムにおいて，水力発電所に係る不適切なデータ処理等の有無について，シス

テム仕様書の確認および製造者への聞き取りにより点検調査した。 

 

（２）これまでの点検調査の内容 

  ａ．原子力安全・保安院への報告 

   ・電気事業法に基づく工事計画に係る届出（許可申請）の不備の有無 

    ・電気事業法に基づく定期報告における記載事項，各種検査資料の書き換えの有無 

  ｂ．河川管理者への報告  

   ・河川法に基づく許可を得ていない工作物の有無 

    ・河川法に基づくダム定期報告データの書換えの有無 

    ・各種観測機器等において，取水量等の観測・記録の適正性を阻害するような措置の有無 

   ・河川法第 23 条（流水の占用）の違反または同条に基づく許可に係る条件の違反の有無 

   ・その他河川法令に違反または違反するおそれのある事象の有無 

 

それぞれの点検調査の方法と実施状況については，以下のとおりである。 

※ 下図中における網掛け   の項目は，これまでに報告済み 

 

 

当社社員 関係会社社員 メーカー社員 建設会社社員 合計 

約１８９０名 約５６０名（7社） 約４５０名（12社） 約７０名（7社） 約２９７０名 

 

               

電 

事 

法 
関 
係 

水力発電設備に係る点検調査範囲

法令手続きの不備  【現在設備、期間限定なし】 

・工作物変更届（9条） 

・工事計画認可申請（47条) 

・工事計画届出(48条) 

・騒音振動規制(48条) 

河 

川 

法 

関 

係 

データの書換えの有無 

・使用前検査 

・使用前自主検査 

・立入検査 

・ダム定期報告データ 

データの書換えの有無  

・定期報告データ 

・ダム定期報告ﾃﾞｰﾀ 

・取水量報告データ 

法令手続きの不備  【現在設備、期間限定なし】

・流水・土地の占用 

・河川区域内等の工作物 

・河川区域内等の工事 等 

計算機の不適切な処理  【期間，範囲限定なし】

・制御所等21個所 

・給電指令所７個所 

・ダム管理所等38個所 

現存する設備について、設置

当時の電事法に照らし、必要

な手続きの有無、必要な検査

の有無を確認 

水利願・水利規則と

設備台帳、図面、河

川区域等を照合のう

え、現地確認を実施

現存する設備

平成2年～15年

過去1回分 データ処理について、仕様書

確認とメーカー聞取 

報告データと実測デ

ータの照合 

・他社において公表された 
事象の当社での該当の有無 

・聞き取り調査 

【期間，範囲限定なし】 

社員 約1890名 

関係元請会社 26社 

水力発電設備に係る点検調査報告の概要について 

 

平成１９年３月３０日 

東 北電力株式会社 
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６．点検調査結果（添付資料参照） 

 今回の点検調査の結果から，以下の№１，２，８の３つの不適切な事象が確認された。 

また，これまでの点検調査の結果から，以下の№１，３～７の６つの不適切な事象を報告している。 

確認された不適切事象は８事象で，該当する設備は210発電所, 4ダムである。 

これら不適切な事象を以下の評価区分により評価した。 

評価区分 内 容 

Ａ 
法令，かつ保安規定に抵触するものであり，かつ設備の健全性が損なわれているも

の 

Ｂ 
法令，保安規定，地元との協定のいずれかに抵触するもので，かつ設備の補修を伴

うもの 
法令，保安規定，地元との協定のいずれかに抵触するもの 

Ｃ 法令，保安規定，地元との協定への影響は軽微だが，広範囲にわたり行われている

か，または継続的に行われていたもの 
Ｄ 法令，保安規定，地元との協定への影響が軽微なもの 
Ｅ 法令，保安規定，地元との協定のいずれにも抵触しないもの（その他不適切な事案）

 
不適切な事象の件名と評価結果 

No 件名 対象設備 
評価

区分

１ 計算機による発電出力・使用水量の上限処理（公表済） 

制御所等（21 個所） 

給電指令所（7個所）

ダム管理所等（38 個所）

Ｃ 

２ 危険物関連手続きの不備 18 発電所 Ｃ 

３ 電気事業法に基づく工事計画に係る届出（認可申請）の不備（公表済） 13 発電所 Ｃ 

４ ダム定期報告のデータ書換え(公表済） 4 ダム Ｃ 

５ 河川法に基づく工事計画に係る許可申請の不備（特定水利使用許可工作物） （公表済） 154 発電所 Ｃ 

６ 流水の占用許可に係る条件違反（公表済） 170 発電所 Ｃ 

７ 河川法に基づく工事計画に係る許可申請の不備（特定水利使用許可工作物以外のもの） （公表済） 112 発電所 Ｃ 

８ 計算機による母線電圧の上限処理 制御所等（21 個所） Ｅ 

№3,4は平成18年12月20日および平成19年1月24日に原子力安全・保安院へ報告済み 

№4は平成18年12月20日，26日に河川管理者へ報告済み 

№5は平成18年12月20日～平成19年2月16日に河川管理者へ報告済み 

№1,6,7は平成19年3月14日，20日に河川管理者へ報告済み 

 

 

 

 

７．要因と再発防止対策 

（１）要因 

これまで確認された不適切な事象，および今回確認された不適切な事象の要因は次のとおり。 

  ①明確なルールの不備 ②現場実態把握が不十分 

③測定データの取扱いに関する認識が不足 ④法令遵守の意識の浸透が不十分 

  ⑤電気事業法に関する認識不足 ⑥河川法に関する認識不足 

  ⑦チェック体制が不十分 ⑧慣行優先の業務運営 

  ⑨業務における疑問を吸い上げる仕組みの不足 ⑩消防法に関する認識不足 

 

（２）再発防止対策 

今回新たに確認された事案に関する個別対策を立案するとともに，これまで確認された事象に係

る背景的要因を踏まえて再発防止対策を立案した。 

ａ．計算機システムの上限処理取り止めまでの当面の対応 

平成18年5月から最大出力の95％を目安とした出力低め運用を各発電所で順次実施し，上限処理が

行われないような対応をしている。 

ｂ．個別対策 

（ａ）計算機システムの改修 

①発電出力・使用水量の上限処理取り止め 

・発電出力の上限処理：制御所システムの改修。 

・使用水量の上限処理：制御所システム，ダムシステムの改修。 

※給電指令所システムについては改修済み。 

計算機システムによる上限処理取り止め後は，平均的に最大出力以内に収まるように管理する。 

②母線電圧の上限処理取り止め 

母線電圧の上限処理：制御所システムの改修。 

（ｂ）危険物関連手続き不備に対する取扱い 

危険物に係る消防法の手続きに関するマニュアルを作成 

（手続き不備の18発電所は申請手続き中） 

ｃ．背景となる要因に対する対策 

これまでの報告した事象および今回調査した事象の背景となる要因に対する対策として，以下に記す再

発防止対策を実施していく。 

  （ａ）法令遵守の徹底 

永年にわたり，不適切な処理を継続してきたことを真摯に反省し，本事象等，具体的な事例をもと

に，社員研修等に活用していくとともに，継続的に法令遵守の徹底に取り組んでいく。 

  （ｂ）関係法令の手続きルールの明確化 

電気事業法その他届出・手続き業務を適正に行うため，本店主管部は届出業務の流れおよび申請の要

否判定等を明確にした要領，その要領に基づき業務実態に合ったマニュアルを作成する。 

  （ｃ）チェック体制の整備 

本店主管部は，届出案件，関係機関との事前協議，届出状況など確実に行われているかチェックする。

本店が実施する部門監査および支店が実施する保安指導において，適正に届出業務を行っているか確認

する。 

  （ｄ）業務実態の把握による適正な業務運営の推進 

保安向上提案（現場の課題を吸い上げる仕組み）活動，本店主管部各層による現場パトロールと少人

数対話により，本店，支店および第一線事業所が一体となって課題解決や意識改革に取り組んでいく。  

以 上  
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

1 計算機による発電出

力・使用水量の上限処

理について 
 

Ｃ 【計算機】 
・制御所等 
（佐渡営業所を含む

21個所） 
・給電指令所 
（7個所） 
・ダム管理所等 
（38個所） 
 
【発電所】 
・管内全発電所 
（210個所） 

昭和 50 頃～ 

平成 18 年 5 月

から最大出力

の 95％を目安

に出力低め運

用を各発電所

で順次実施。 

 

【ｼｽﾃﾑ改修】 

制御所ｼｽﾃﾑ 

H19.2 から改修

を進めている 

H19.5 完了予定 

 

ﾀﾞﾑｼｽﾃﾑ 

H19.12 完了予定

 

○水力発電所では許可された水資源を有効活用するために発電出力目標値をできるだけ最大出力に近づけて運転

しているが，技術的に制御不可能な要因のため発電出力のゆらぎが発生する。 
 
○発電出力を一定に制御することができないため計測値が最大出力を超える場合があり，監督官庁へ説明できな

いとの意識から，最大出力に置換える上限処理を行うようになった。 
 
○上記処理は手作業により昭和４０年代以前から行われており，その後，昭和５０年代前半に計算機システムが

導入されて以降，順次，本プログラムが導入された。 
 
○使用水量についても同様の経緯で同時期に上限処理が行われるようになった。 
 
○保安上の問題点の有無 
水車発電機は，最大出力付近での運転における出力，使用水量の変動にも十分耐える構造となっており，設備

保安上の問題はない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○水力発電所では，許可され

た水資源を有効活用するた

めに，発電出力目標値をで

きるだけ最大出力に近づけ

て運転しているが，設定さ

れた発電出力目標値に対

し，水位の変化に応じて制

御されているものの，制御

遅れや機械のあそび，不感

帯の影響等により，揺らぎ

なく制御することは技術的

に不可能である。 

 

○昭和 40 年代頃までは，電力

供給に貢献するという観点

から一定の範囲内で多少最

大出力を超過しても良いと

いう考え方があった。 

 

○発電出力を一定に制御する

ことができないため，計測

値が最大出力を超える場合

があったが，監督官庁に対

して説明し，理解を得るの

は難しいと考えていた。 

 
○わずかであっても超過して

いるという事実は監督官庁

に説明できないと思い，少

しの超過であれば記録を直

したほうがよいと考えた。

 
○従来から継続して実施して

おり，本支店および第一線

事業所は，発電出力の上限

処理することを問題と思わ

なかった。 
 

添付資料 

 

水位，系統周波数変動および制御遅れや機械のあそび，不感帯など技術的に制御

不可能な要因により，発電出力が最大出力を僅かながら超過（出力のゆらぎ） 

発電出力のゆらぎ 

発電出力・使用水量の上限処理

2 4 3 5 7 6 8 10 9 11 
時 

12 1 13 

発電出力，使用水量 

最大出力

上限処理 

最大使用水量

最大出力 

超過分 超過分 

時 

発電出力 

上限処理 上限処理 上限処理 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

 

(№１の 

続き) 

 

 
※ 
平成 19年 3月 14日に東北・
北陸・関東地方整備局へ報告 
 
平成 19年 3月 20日に青森・
岩手・秋田・山形・福島・新

潟県へ報告 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 
これまで河川管理者に「取水量，使用水量の上限処理（観測記録の適正性を阻害する措置）」として報告して

いる内容は以下のとおり。（河川管理者ごとに報告しているが以下の数値は合計値） 
 
１．計算機システムによる上限処理 

２１０発電所のうち２０９発電所で，取水量等の報告において，取水量や使用水量が最大値を超過し

た場合に，その最大値に置き換えて記録するという上限処理が行われていた。 
 
【２０９発電所の取水量等の報告方法の分類】 

  ① 発電出力から換算した使用水量  １９１発電所 
  ② 水位から換算した取水量       １発電所 
  ③ 流量計から換算した使用水量     ２発電所 
  ④ ①と②を合わせて報告       １５発電所 
 
 
２．計算機システム以外による上限処理等 

２１０発電所のうち取水量等の報告データを人がパソコンなどにより算定している６発電所におい

て，水位測定データから取水量等を算定して報告書に転記する際に，算定した取水量が最大取水量を超

えた場合，最大取水量への書換えなどが実施されていた。 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

2 危険物関連手続きの不

備 
Ｃ 消防法の危険物一般

取扱所に該当する43
発電所※のうち 18
発電所 

昭和 52～ 

平成 19 年 2 月

から是正開始 

○圧油潤滑油装置の改良工事において，消防法上に基づく設備変更許可申請手続きの不備があった。 

（所轄消防署の指導を受け申請手続き中） 

 
○保安上の問題点の有無 
いずれも危険物の取扱いに変更はなく，巡視・日常点検においても異常は認められていないことから，設備保

安上の問題はない。 

 
※水力発電所の潤滑油・操作油に使用しているタービン油は，消防法における乙類第 4種の第 4石油類に該当し，
6000ℓ以上使用又は貯蔵している発電所は危険物一般取扱所となる。 

 

 

 

 

○設備を新たに設置するもの

以外は，特別に法令に基づ

く手続きが必要とは考えて

いなかった。 

 

○新設や大規模な改修工事を

除いて，簡易な工事は補修

であるとの解釈から手続き

は不要と思った。 

 

○経年設備の取替えでは設備

の仕様に変更がないことか

ら，法令に基づく手続きは

不要と思っていた。 

 

○類似の工事で届出の実績が

なかったことから判断し，

届出が必要ないと思ってい

た。 

 

○消防法の規定を確認せず，

また関係機関への確認をせ

ずに手続きしなくてよいと

独自に判断した。 

 

○本店主管部は，届出の要否

を的確に判断できる業務フ

ローなどのルールを示して

いなかったために，第一線

事業所の管理職が届出の要

否の判断を誤ったり，届出

の指示をしなかった。 

 

○第一線事業所は前例から申

請要否を判断してきていた

が，本店主管部および支店

は現場実態を把握し是正す

ることを怠っていた。 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

3 電気事業法に基づく工

事計画に係る届出（認

可申請）の不備 
 
 
※ 
平成 18年 12月 20日， 
平成 19年 1月 24日に 
原子力安全保安院へ報告 

 

Ｃ 13発電所 16件 右のとおり ○電気事業法に基づく工事計画届出(許可申請)に不備がある。 

 

表：工事計画届出不備の工事件名と概要 

工 事  件 名 
県

名
工事時期 工 事 概 要 

①一
いち

の
の

渡
わたり

(発)ダム改修（仮称） 

[運転開始:S6.1]
青

森
時期不明 ダム頂部をｺﾝｸﾘｰﾄにて嵩上げ 

②福岡
ふくおか

(発)ダム改修（仮称） 

[運転開始:T8.6]
岩

手
時期不明 ダム背面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

③横岡
よこおか

第二
だい に

(発)鳥
とり

越川
ごえがわ

ダム他修繕 

[運転開始:S2.3]
秋

田
昭和 61年 11月 ダム背面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

④雨
あま

谷
や

(発)ダム背面修繕 

[運転開始:T12.1]
福

島
昭和 52年 9月 ダム頂部および背面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑤雨
あま

谷
や

(発)沈砂池他修繕 

[運転開始:T12.1]
福

島
昭和 54年 7月 ダム前面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑥古道
ふるみち

川
がわ

(発)ダム予備電源装置 

取替    [運転開始:S15.3] 
福

島
平成 7年 3月 55kVA ディーゼル発電機１台を取替 

⑦内川
うちかわ

(発)ダム嵩上・堆積土砂 

掘削・水叩修理[運転開始:S2.12]
福

島
昭和 40年 12月 ダム頂部をｺﾝｸﾘｰﾄにて嵩上げ 

⑧内川
うちかわ

(発)堤体復旧 

[運転開始:S2.12]
福

島
昭和 57年 11年 異常出水によるダム流出に伴う復旧工事中

にダム頂長を変更 

⑨檜枝岐
ひのえまた

(発)ダム他修繕 

[運転開始:T11.10]
福

島
昭和 61年 1月 ダム背面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑩湯之谷
ゆ の た に

(発)予備動力新設 

[運転開始:T14.1]
新

潟
昭和 45年 11月 30kVA ディーゼル発電機１台を設置 

⑪木戸
き ど

川
がわ

第一
だいいち

(発)滑
なめ

津川
つが わ

渓流
けいりゅう

 

ダム堤体修繕[運転開始:T13.12]
福

島
昭和 59年 12月 ダム頂部をｺﾝｸﾘｰﾄにて嵩上げし，ダム前面部

および背面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑫鹿又
かのまた

川
がわ

(発)ダム改修（仮称） 

[運転開始:T10.9]
福

島
時期不明 ダム前面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑬鹿又
かのまた

川
がわ

(発)えん堤背面修繕 

[運転開始:T10.9]
福

島
昭和 54年 9月 ダム頂部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打替し，ダム背面部を

ｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑭大利
おおり

第二
だい に

(発)えん堤修繕 

[運転開始:T11.11]
福

島
昭和 54年 8月 ダム頂部をｺﾝｸﾘｰﾄにて嵩上げし，ダム背面部

をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑮夏
なつ

井川
いが わ

第三
だいさん

(発)えん堤他修繕 

[運転開始:S2.12]
福

島
平成 6年 3月 ダム頂部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打替し，ダム前面部お

よび背面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増し 

⑯東山
ひがしやま

(発)ダム堤体他修繕 

[運転開始:M34.11]
福

島
昭和 61年 11月 ダム前面部および背面部をｺﾝｸﾘｰﾄにて打増

し 

 
○保安上の問題点の有無 
ダムの形状変更については，ダム本体の安定計算を行い安全性に問題ないことを確認した。また，関係機器は

巡視・日常点検においても異常は認められていないことから，設備保安上の問題はない。 

 

○第一線事業所が法令手続き

の要否を的確に判断できる

業務フロー，また工事計画

段階において監督官庁へ法

令手続き等の要否の確認を

するなどのルールを明確に

していなかった。 

 

○取水ダム堤体の強度・安定

に大きな影響を与えないコ

ンクリートの打替え・打増

しの工事は，法令手続きが

必要ないものと判断するな

ど，電気事業法を誤って認

識しており，法令を理解・

習得する仕組みが不十分で

あった。 

 

○法令手続きの要否判断が改

修工事を担当する第一線事

業所へ任されており，本店

主管部や支店から法令手続

きに関する的確な指導が十

分行われていなかった。ま

た法令手続き業務が確実に

行われているか確認する体

制となっていなかった。 

 

○電気事業法の届出を行わず

改修工事を実施したこと

は，法令遵守の意識の浸透

が不十分であった。 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

4 ダム定期報告のデータ

書換え 
 
※ 
平成 18年 12月 20日， 
平成 19年 1月 24日に 
原子力安全保安院へ報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 
平成 18 年 12 月 20 日，平成
18年 12月 26日に東北地方整
備局へ報告 

 

Ｃ 4ダム 右のとおり  

○電気事業法に基づくダム漏水量他の定期報告の記載事項の中にデータの書換えがある。 

表１：実測値と異なる記載のあった項目と時期 

データの種類 ダム（発電所）名 時期 

漏水量 水ヶ瀞ダム（水ヶ瀞発電所） 
平成３～１０年／ 

 平成１４年  

外山ダム（米内発電所） 平成１６～１７年 

八久和ダム（八久和発電所）  

上郷ダム（上郷発電所）  

堆砂量 

水ヶ瀞ダム（水ヶ瀞発電所） 

平成１５～１７年 

 
 
○河川法に基づくダム揚圧力他の定期報告の記載事項の中にデータの書換えがある。 

表１：実測値と異なる記載のあった項目と時期 

データの種類 ダム（発電所）名 時期 

揚圧力 水ヶ瀞ダム（水ヶ瀞発電所） 
平成２～１１年／平成１４

年 

漏水量 水ヶ瀞ダム（水ヶ瀞発電所） 
平成４年／平成７～１４年  

／平成１６～１７年 

外山ダム（米内発電所） 平成１６～１７年 

八久和ダム（八久和発電所）  

上郷ダム（上郷発電所）  

堆砂量 

水ヶ瀞ダム（水ヶ瀞発電所） 

平成１５～１７年 

 

 

○保安上の問題点の有無 
各ダムの実測データを用いてダム本体の安定計算等を行い，安全性に問題ないことを確認した。 

 

○測定できない場合や異常値

を測定した場合，その結果

を報告・調査・評価する社

内ルールを明確にしていな

かった。また，委託仕様書

にデータ補正をした際の取

り扱いが明記されておら

ず，委託先任せとなってい

た。 

 

○本店主管部・支店が現場実

態を十分に把握していなか

ったことから，第一線事業

所で生じている問題を把握

することが出来なかった。

 

○データ測定の目的に対する

理解が不十分であったこと

から，その取り扱いに関す

る認識が不足していた。 

 

○関係法令にて報告義務が規

定されているにもかかわら

ず，正確な報告がなされて

いなかったことは，法令遵

守に対する意識が希薄であ

った。 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

5 河川法に基づく工事計

画に係る許可申請の不

備 
（特定水利使用許可工

作物） 
 
 
※ 
平成 18 年 12 月 20 日，平成
19年 1月 24日に東北・北陸・
関東地方整備局へ報告 
 
平成 19年 1月 12日，平成 19
年 2月 26日に青森県へ報告 
 
平成 19年 1月 12日に岩手県
へ報告 
 
平成 19年 1月 12日，平成 19
年 2月 16日に秋田県へ報告 
 
平成 19年 1月 12日，平成 19
年 1月 24日に山形県へ報告 
 
平成 19年 1月 10日，平成 19
年 1月 24日に福島県へ報告 
 
平成 19年 1月 17日に新潟県
へ報告 
 
 
 

Ｃ 154発電所 505件  

― 

 

○ 河川区域(第２６条)および河川保全区域(第５５条)の現有工作物（特定水利許可工作物）において河川法に

基づく工事許可申請に不備がある。 

 
表：河川法に基づく許可内容と設備実態の相違内容一覧表 

設備 東北地方整備局 関東地方整備局 北陸地方整備局 その他（各県） 合計 

土木設備 176（64） 10(2) 134（42） 141（44） 461（152） 

電気設備 3(2) 0(0) 2(2) 0(0) 5（4） 

建物設備 30(16) 0(0) 7(6) 2(2) 39（24） 

合 計 209（66） 10(2) 143（42） 143(44） 505（154） 

 
 
○保安上の問題点の有無 
ダムの形状変更については，ダム本体の安定計算を行い安全性に問題ないことを確認した。また，関係機器は

巡視・日常点検においても異常は認められていないことから，設備保安上の問題はない。 

 

 

 

○第一線事業所が法令手続き

の要否を的確に判断できる

業務フロー，また工事計画

段階において監督官庁へ法

令手続き等の要否の確認を

するなどのルールを明確に

していなかった。 

 

○取水ダム堤体の強度・安定

に大きな影響を与えないコ

ンクリートの打替え・打増

しの工事は，法令手続きが

必要ないものと判断するな

ど，河川法を誤って認識し

ており，法令を理解・習得

する仕組みが不十分であっ

た。 

 

○法令手続きの要否判断が改

修工事を担当する第一線事

業所へ任されており，本店

主管部や支店から法令手続

きに関する的確な指導が十

分行われていなかった。ま

た法令手続き業務が確実に

行われているか確認する体

制となっていなかった。 

 

○河川法の届出を行わず改修

工事を実施したことは，法

令遵守の意識の浸透が不十

分であった。 

 

[単位：件（個所）] 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

6 流水占用許可に係る条

件違反 
 
 
※ 
平成 19年 3月 14日に東北・
北陸・関東地方整備局へ報告 
 
平成 19年 3月 20日に青森・
岩手・秋田・山形・福島・新

潟県へ報告 
 

 
 

Ｃ 170発電所 322件 運転開始～ 

平成 19 年 2 月

から是正開始 

 

 
○河川法第２３条（流水の占用）または同条に基づく許可に係る条件に違反している。 
（河川管理者ごとに報告しているが以下の数値は合計値） 
 
【取水箇所ごとの用途別事例件数】 
・河川からの取水 

   機器・非常用：   ２発電所    ２件 
   保守・雑用 ：  １０発電所   １４件 
 
・流路（水車上流）からの取水 

   機器・非常用： １２２発電所  １４３件   
   保守・雑用 ：  ９９発電所  １３５件 
 
・流路（水車下流）からの取水 

   機器・非常用：   ９発電所    ９件 
   保守・雑用 ：   ９発電所    ９件 
 
・井戸（河川区域および河川保全区域）からの取水 

   機器・非常用：   １発電所    １件 
   保守・雑用 ：   ７発電所    ９件 
 

[用途説明] 
   機器用：発電機および軸受の冷却，水車封水 
   非常用：所内排水（ジェットポンプ），圧油ポンプ用水車 
   保守・雑用：融雪，手洗い，飲用水，消火栓，塵芥処理用 

（上記の発電所数は取水個所と用途で重複する発電所があるため，用途別事例の発電所数の合計とは一致し

ない。）  
 
○保安上の問題点の有無 
関係機器は巡視・日常点検においても異常は認められていないことから，設備保安上の問題はない。 

 

 

 

○流水の一部を機器冷却水や

雑用水，塵芥処理等に使用

することは，発電に必要な

ことであり，目的内使用と

考え申請が必要ないと解釈

する等，河川法の認識が不

足していた。また，業務運

営や法令解釈等において前

例や慣行が優先されてお

り，法令遵守の意識が定着

していないと考えられる。

 

○申請の要否を的確に判断で

きる業務フロー，また，河

川管理者に申請の要否を確

認するなどのルールを明確

にしていなかった。 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

7 河川法に基づく工事計

画に係る許可申請の不

備 
（特定水利使用許可工

作物以外のもの） 
 
 
※ 
平成 19年 3月 14日に東北・
北陸・関東地方整備局へ報告 
 
平成 19年 3月 20日に青森・
岩手・秋田・宮城・山形・福

島・新潟県・長野県へ報告 
 

 

Ｃ 112発電所 366件  

― 

 

○河川区域(第２６条)および河川保全区域(第５５条)の現有工作物（特定水利許可工作物以外のもの）において

河川法に基づく工事許可申請に不備がある。（河川管理者ごとに報告しているが以下の数値は合計値） 

 
【無許可改築等の内容】 
   主な無許可の工作物は，電線施設（機器電源線，ケーブル，電柱等）が 258 件，計測施設等が 24 件，注

意標識 23件である。 
 
○保安上の問題点の有無 
関係機器は巡視・日常点検においても異常は認められていないことから，設備保安上の問題はない。 

 

 

 

○第一線事業所が法令手続き

の要否を的確に判断できる

業務フロー，また工事計画

段階において監督官庁へ法

令手続き等の要否の確認を

するなどのルールを明確に

していなかった。 

 

○電線・計測施設や注意標識

等，流水の阻害影響が少な

いと考えられる工作物につ

いては手続きが必要ないも

のと判断するなど，河川法

を誤って認識しており，法

令を理解・習得する仕組み

が不十分であった。 

 

○法令手続きの要否判断が改

修工事を担当する第一線事

業所へ任されており，申請

に関する支店の的確な指導

が不十分であった。また法

令手続き業務が確実に行わ

れているか確認する体制と

なっていなかった。 

 

○河川法の届出を行わず改修

工事を実施したことは，法

令遵守の意識の浸透が不十

分であった。 
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No. 件名 区分 対象個所 時 期 事実関係調査結果 問 題 点 

8 計算機による母線電圧

の上限処理について 
Ｅ 【計算機】 

・制御所等 
（佐渡営業所を含む

21個所） 
 
 
 
 

昭和 50頃～ 

平成 19 年 2 月

から是正開始 

 

 
【ｼｽﾃﾑ改修】 

H19.2 から改修

を進めている 

H19.5 完了予定 

 

 

○系統電圧は負荷変動および周辺での電圧・無効電力制御等によって時々刻々変動しているため，6.6kV 母線電
圧は自動電圧調整器によりステップ状に調整を行っているものの，急激な負荷変動が発生した場合（昼休み等）

は不感帯の影響等により制御が追いつかず，一時的に最大使用電圧を超過することがある。 
 
○この現象を踏まえ，制御所システムでは，電圧の計測値がわずかでも 6.9kVを超えた場合には，最大使用電圧
の 6.9kVに置き換えるという処理が行われていた。 
 

○保安上の問題点の有無 

関係機器は，最大使用電圧の 1.5 倍の電圧（10.35kV）に耐えられる仕様になっていることから，設備保安上
の問題はない。 
 
※他の電圧階級でも母線電圧の上限処理を行っているが，計算機システムを改修し上限処理を取りやめることと

している。 
 

 
 
 

○急激な負荷変動は恒常的

に発生するが，自動電圧調

整装置には負荷時電圧調

整器の過剰動作を防止す

るため不感帯があり，短時

間の急激な電圧変動に対

しての電圧調整は困難で

ある。 

 

○電気設備の技術基準では

「7.0kV を超えると特別高

圧」とされていることか

ら，記録上 7.0kV を超えて

はならないと考えていた。

 

○母線電圧を一定に制御する

ことができないため，計測

値が 7kV を超える場合があ

ったが，監督官庁に対して

説明し，理解を得るのは難

しいと考えていた。 

 

○わずかであっても超過し

ているという事実は監督

官庁に説明できないと思

い，少しの超過であれば記

録を直したほうがよいと

考えた。 

 

○従来から継続して実施し

ており，本支店および第一

線事業所は，母線電圧の上

限処理することを問題と

思わなかった。 

 

○多少超過しても保安上の

問題はないことから，上限

処理についても問題とは

思わなかった。 

 

制御盤

伝送装置

遮断器

変圧器

送電系統

伝送装置 制御所システム

バンク二次電圧
電流日誌

母線電圧
上限処理

データ 加工前

データ 加工後

データ 加工前

データ 加工後

【凡例】

電圧（kV）監視・タップ操作

制御所発電所

6.6kＶ母線

地域負荷供給

発電機Ｇ

ｵﾝﾗｲﾝTM
（電圧ﾃﾞｰﾀ）

7.0kV

6.9kV

6.8kV

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

時間

母
線
電
圧

：記録値

：正時の電圧値が6.9kVを超過した場合は，6.9kVに置き換え記録する。

（凡例）

観測値を 6.9kV に

置換る上限処理 

観測値を 6.9kV に

置換る上限処理 

上限処理のイメージ図 


